
　　１．当法人の概要　　　　　　　　 Ｐ2

　　２．事業所の概要　　　　　　　　　 Ｐ2

　　３．事業所の職員体制　　　　 Ｐ2

　　４．事業実施地域及び営業時間 Ｐ2

　　５．当施設のサービス方針 Ｐ3

　　６．当施設が提供するサービスの内容 Ｐ3

　　７．利用料金 Ｐ4

　　８．サービスご利用に当たっての留意点 Ｐ5

　　９．緊急時の対応方法 Ｐ5

　１０．嘱託医　協力病院 Ｐ6

　１１．契約終了について Ｐ6

　１２．　事故発生時の対応 Ｐ7

　１３.　　身体拘束の廃止 Ｐ7

　１４．相談窓口　・　苦情対応 Ｐ8

　１５ .福祉サービス第三者評価について Ｐ8

　１６ .個人情報保護について Ｐ9

　指定通所介護　介護予防通所介護　重要事項説明書

デイサービスセンター　まほろばの里たいわ

当施設は、介護保険の指定を受けております
宮城県指定　０４７２７０１０４４

施設の概要や提供するサービスの内容、契約上の注意点等を次の通り説明します。
当施設はご契約者様に対して通所介護及び介護予防通所介護サービスを提供します。

※当施設へのご利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象となります。

◆　目次　◆
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１．当法人の概要

（１）　法人名 社会福祉法人　まほろば

（２）　法人所在地 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目2番地の4

（３）　電話番号 ０２２－７７９－７７８５

（４）　代表者氏名 理事長 菅　原　　一　博

（５）　設立年月日

２．事業所の概要

（１）　事業所名 　デイサービスセンター　まほろばの里たいわ

（２）　所在地 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目2番地の4

（３）　電話番号 ０２２－７７９－７７８５

（４）　施設長（管理者） 高　橋　泰　徳

３．事業所の職員体制　（常勤換算数による） ※　併設施設職員数含む

４．事業実施地域及び営業時間

（１）　通常の事業の実施地域

大和町　大衡村　大郷町　富谷市　仙台市泉区泉ヶ丘・大沢・寺岡・高森・紫山

（２）　営業日及び営業時間

管理者

４名以上

１名以上

生活相談員 １.５名

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分

２名（併設施設兼務）

事務職員

７.１名

看護職員

月曜日～土曜日

２名（併設施設兼務）

午前９時～午後５時

１名以上

介護職員

１名機能訓練指導員

管理栄養士

職種 配置人員

平成23年6月27日

人員基準

サービス提供時間

営業日

１名 １名

１名以上

１名

１名以上
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５．当施設のサービス方針

当施設では、それぞれの方々に地域の交流を通し、質の高い芸術に触れていただき、
自分らしさの実感を目指します。

６．当施設が提供するサービスの内容

①　食事

・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体
 状況、生活習慣及び嗜好などを考慮した食事を提供します。

・その他、行事や季節に合わせた食事の提供を行っています。

②　入浴

・　寝たきりの方でも、特殊機械浴槽を使用しての入浴ができます。

③　排泄

・　排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

④　機能訓練

・　作業療法士等により、ご契約者の心身等の機能に応じて、日常生活を送るのに必
 　要な機能の回復、その減退を防止するための訓練を実施します。

⑤　健康管理

・　看護師がご契約者の健康管理を行います。

⑥　送迎

・　ご希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。

⑦　その他

・　ご契約者が相互に社会的関係を築き、それぞれの役割を持って生活ができるよう
　 援助します。

・　教養、趣味、娯楽などの活動に参加して頂く機会を作るよう配慮します。
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７．利用料金

当施設での利用料金は、次表の通りです。
この金額は次の（１）～（３）に分かれます。疑問等あればお尋ね下さい。

※　サービスの利用料金はご契約者の要介護度・負担割合によって変わります。

（１）　介護報酬に係る利用料金　（1日あたり）

6時間以上7時間未満のサービスご利用時の利用料金

7時間以上8時間未満のサービスご利用時の利用料金

※１　 ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、介護保険サービス利用料金を
いったん全額お支払頂きます。要介護認定を受けた後、自己負担を除く金額が介護保
険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請
を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を発行いたします。

※２　 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負
坦額を変更します。

¥2,703

¥2,067¥689

¥2,700

要介護２

¥9,000

¥2,016¥10,080

自己負担額3割

¥901

介護職員特定処遇改善加算Ⅱ

介護職員等ベースアップ等支援加算 毎月の単位数に1.1％を乗じた金額を加算

加算料金
（ご利用に応じて
加算される料金）

¥1,008

要介護２

¥1,800

ご契約者の要介護度と利用料金 自己負担額1割区分

要介護４

ご契約者の要介護度と利用料金

要介護３ ¥7,960

区分

要介護３

自己負担額1割

¥6,580

¥1,168

¥1,378

要介護１

自己負担額2割

¥6,890

要介護１ ¥5,840 ¥584

自己負担額3割

自己負担額2割

¥1,316

¥1,752

¥1,023

¥850

¥9,010

¥796

加算種類と利用料金

基本料金

基本料金

¥400

¥10,230

¥1,554

¥2,388

¥3,024

¥1,802

個別機能訓練加算Ⅰ（ﾛ） ¥85

¥3,444

¥1,592

要介護５

要介護５

¥2,331

要介護４ ¥2,046

¥2,296

¥40 ¥120

¥1,148

¥3,069

自己負担額3割自己負担額1割区分

¥7,770

¥658

¥777

¥11,480

¥1,974

¥900

自己負担額2割

¥80

毎月の単位数に1.0％を乗じた金額を加算

¥170

入浴加算

毎月の単位数に5.9％を乗じた金額を加算

¥255

介護職員処遇改善加算Ⅰ
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（２）　食費　　（1日あたり）　

※全額自己負担となります。　
料金 ¥500

（３）　　運営基準で定められた「その他の費用」　（全額自己負担）

①　理容　美容

理容師、美容師による理美容サービスをご利用頂けます
（カット　パーマ　毛染め　顔剃）

利用料金　実費負担

②　複写物の交付

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧することができます。
サービス提供の記録について、複写物が必要な場合は実費をご負担頂きます。

利用料金　1枚につき￥１０

③　日常生活上必要となる諸費用実費

日常生活用品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担
頂く事が適当であるもの（シャンプー、石鹸、おむつ代など）にかかる費用をご負坦
頂きます。

（４）　利用料金のお支払方法

前記（１）～（３）の料金・費用は、1ヶ月毎に計算しご請求しますので、翌月25日
までにお支払い下さい｡料金支払方法は、原則、自動口座引落しもしくは銀行振込で
お願いいたします。現金でお支払いの場合は、月曜～金曜日の９：００～１７：００
土曜日１１：００の～１６：００の時間帯とさせていただき、祝祭日及び日曜日のお
支払いは出来ませんので予め御了承をお願いいたします。

① 　　　　自動口座引き落とし

② 　　　　銀行振込　（手数料はご契約者のご負担となります）

③ 　　　　現金払い　　(受付時間は、　月曜～金曜　９：００～１７：００　、土曜　１１：００～１６：００）
　　　※但し､日曜と祝祭日､年末年始(12月31日～1月3日まで）を除きます。

（５）　キャンセルについて

利用予定日の前日午後5時までに事業所へ申し出ることにより、サービス利用をキャンセル
することができます。
ただし、ご契約者が入院、事故など緊急やむを得ない事情がある場合には、当日の
連絡でもキャンセル可能となります。
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8．サービスご利用にあたっての留意点

①　飲酒　喫煙

施設内の飲酒は禁止しております。喫煙は所定の場所以外禁止となっております。
尚、行事など特別な食事の際は、お酒を提供することがあります。
※　ご契約者の疾病等でお酒の提供ができない場合があります。

②　宗教活動
当施設では、一切の宗教活動を禁止しております。

③　設備、備品の利用
本来の用法に従ってご利用下さい。これに反した利用により破損等が生じた場合は、
弁償いただくことがあります。

９．緊急時の対応

サービス提供にあたり事故、体調等の急変が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づ
き、家族、主治医、救急機関等に連絡します。

主治医等の氏名　：

連絡先　　　　　　　：

氏名　 　：

連絡先　：

１０．嘱託医　協力病院

①　嘱託医

内科・循環器科・胃腸科・呼吸器科・泌尿器科・アレルギー科
消化器科・皮膚科・小児科・リウマチ科・外科・整形外科

リハビリテーション科

②　協力病院

内科・循環器科・呼吸器科・外科・整形外科・耳鼻咽喉科
産婦人科・リハビリテージョン科・小児科・眼科

医療機関の名称

医療機関の名称

所　　在　　地

所　　在　　地

宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木60番地

診　　療　　科

診　　療　　科

公立黒川病院

医療機関の名称

緊急連絡先

吉岡まほろばクリニック

歯科

まほろば歯科クリニック

宮城県黒川郡大和町吉岡南3-46-5

診　　療　　科

所　　在　　地 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目5番地4

医療機関等

6



１１．契約終了について

当施設では、以下のような事由がない限り、契約書に定めるところによりサービスを利用
する事ができます。
（契約書　第17条参照）

① 要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立と判定された場合
② 事業所が解散、破産した場合、又やむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
③ 施設の滅失や重大な毀損によりご契約者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合
④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合
⑤ ご契約者から契約解除の申し出があった場合 ※（以下を参照して下さい）
⑥ 当施設から契約解除の申し出を行った場合 ※（以下を参照して下さい）

（１）　ご契約者から利用終了の申し出について　（契約解除、中途解約）

契約の有効期間内であっても、ご契約者から契約の解除、解約を申し出る事が
できます。その場合には、利用終了を希望する7日前までに事業者へ通知してください。
但し、以下の場合には、即時に契約を解除し、利用終了することができます。

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金変更に同意できない場合。
② ご契約者が入院された場合
③ 事業者もしくは、サービス従業者が正当な理由なく、本契約に定める指定居宅

サービスを実施しない場合
④ 事業者もしくは、サービス従業者が守秘義務に違反した場合
⑤ 事業者もしくは、サービス従業者が故意又は過失によりご契約者の身体、財物、

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情
が認められる場合。

⑥ 他の利用者が、ご契約者の身体、財物、信用等を傷つけた場合、もしくは傷つけ
る恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合

⑦ ご契約者に係る「居宅サービス計画書」が変更された場合

（２）　当施設からの申し出により契約解除をする場合。

以下の事項に該当する場合には、契約を解除する場合があります。

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、
故意ににこれを告げず､又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続し難い
重大な事情を生じさせた場合。

② ご契約者によるサービス利用料金の支払いが3カ月以上遅延し、相当期間を定
めた催告にも関わらずこれが支払われない場合。

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により、事業所又はサービス従業者もしくは
他の利用者の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行う
ことによって、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合

④ ご契約者が介護保険施設へ入所された場合や、事業所のサービス提供地域
以外に事前通告なしに移転された場合。

１２．　事故発生時の対応について

当施設のサービスにより事故が発生した場合には、速やかに市町村、家族等に連
絡等必要な措置を講じるとともに、事故の状況及び事故に関してとった措置を記録
します。併せて事故発生の原因・再発防止の検討を行います。
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１３．　身体拘束の廃止

1 事業者は、サービス提供にあたり身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を
行いません。但し、契約者又は、他の利用者の生命、身体等を保護するために緊急
やむを得ない場合にはこの限りではありません。

2 事業者は、前項の緊急やむを得ない事情により身体拘束を行う場合には、次の手続
きにより行います。
（１）　身体拘束廃止委員会を設置する
（２）　「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束に係る態様及び時間
　　　その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記載する。
（３）　契約者又はその家族へ説明を行い、その他方法がなかったか改善方法を検討
　　　する。

１４．相談窓口・苦情対応

（１）　当施設における苦情の受付

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。

○　苦情受付窓口

＜職名＞生活相談員 堀　籠　　の　ぞ　み

○　苦情解決責任者

＜職名＞施設長(管理者） 高　橋　　泰　徳

○　受付時間

毎週　　月曜日　～　金曜日　　　　９：００　～　１７：００
又苦情受付ボックスを窓口に配置しています。

（２）　第3者委員

　堀　籠　　博　司 住所：　宮城県黒川郡大和町吉田字百目木34
電話：　０２２－３４５－６４７７

　瀬　戸　　善　春 住所：　宮城県黒川郡大和町落合檜和田万五郎２番85
電話：  ０９０-２２７６-３３２５

（３）　行政機関その他苦情受付機関

※　本人住所地の各市町村介護保険窓口に、ご相談ください。

１５．福祉サービス第三者評価について

大和町福祉課

宮城県社会福祉協議会運営適正化委員会

所在地
電話番号

受付時間

受付時間

所在地
電話番号宮城県国民健康保険団体連合会

受付時間

所在地
電話番号

午前９：００　～　午後５：００

午前９：００　～　午後４：００

仙台市青葉区上杉一丁目2-3

第三者評価の受審有無　：　無

０２２－２２２－７７００

仙台市青葉区本町三丁目7-4
０２２－７１６－９６７４

午前９：００　～　午後５：００

０２２－３４５－７２２１
黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
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１６．個人情報保護について

（１）　個人情報保護に関する方針

当施設は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。

① 当施設は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる
事業において個人情報を慎重に取り扱います。

② 当施設は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。

③ 当施設は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲
でのみ個人情報を利用します。

④ 当施設は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情
報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。

⑤ 当施設は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止す
るため、適切な措置を講じます。　

⑥ 当施設は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求め
る権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。

⑦ 当施設は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。

⑧ 当施設は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、各職員の個人情報
保護に関する意識啓発に努めます。

⑨ 当施設は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを当施設各職員に周知
徹底し確実に実施します。

（２）　ご契約者等への施設サービスの提供に必要な利用目的

〔施設の内部での利用〕

・　当施設がご契約者等に提供する介護サービス・日常の医療
・　介護保険事務
・　ご契約者に係る管理運営業務のうち、

―　入退所等の管理
―　会計・経理
―　サービス改善・安全確保・事故あるいは未然防止等の分析・報告
―　ご契約者への介護・医療サービスの向上

•　費用の請求及び収受に関する事務

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用〕

・　当施設が契約者等に提供する介護サービス・日常の医療のうち、
―　医療機関および他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携
　（サービス担当者会議等）、照会への回答
―　ご契約者の診療等にあたり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
―　検体検査業務・調理業務の業務委託 その他の業務委託
―　家族等への心身の状況説明

・　介護保険のうち、
―　保険事務の委託
―　審査支払機関へのレセプトの提出
―　審査支払機関又は保険者からの照会への回答

・　給食、リネン、清掃等の業務委託
・　損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
・　費用の請求及び収受に関する事務
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（３）　上記以外の利用目的

〔施設の内部での利用〕

・　当施設の管理運営業務のうち、
―　介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
―　当施設において行われる学生等の実習への協力
―　満足度調査や業務改善のためのアンケート調査
―　当施設において行われる事例研究

〔他の事業者等への情報提供に係る利用〕

・　特定のご契約者・関係者についての事例の学会、研究会等での報告は、氏名、生年月日住
　所等を消去することで匿名化する。匿名化が困難な場合は、本人の同意を得る。
・　当施設の管理運営業務のうち

―　外部監査機関への情報提供

〔ホームページの運営について〕

　当施設のホームページでは、ご契約者のふだんのご様子をご家族に知っていただくために写
真や文章を掲載しています。
重要な個人情報でもありますので、次のとおり慎重に取り扱います。
・　ご契約者の氏名は掲載しません
・　掲載するのは、ご契約者およびご家族から拒否のお申し出がなかった方の写真とします
　※　掲載を希望されない方が含まれる写真などを使用する場合は、個人が特定できないよう
　　に加工するなど配慮します。
・　その他の関係者の氏名・住所・写真なども了解いただいた方に限り掲載します
・　掲載後も、お申し出によりホームページから削除するなどの対応をいたします
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【説明確認欄】

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項及び個人情報についての説明を行いました。

所在地 〒９８１－３６３２　　宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目２番地の４

名称 社会福祉法人　まほろば　デイサービスセンター　まほろばの里たいわ

説明者職名 氏名 ㊞

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項及び個人情報の説明を受け、サービスの提供開始に
同意しました。

契約者

住所

氏名 ㊞

身元引受人(代理人）

住所

氏名　　　　 ㊞ 　（契約者との続柄　  　　　　）

電話番号

※　請求書送付先　（上記と同様であれば住所欄に同上と記載してください）

〒 -

住所

氏名　　　　 ㊞ 　（契約者との続柄　  　　　　）

電話番号
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＜重要事項説明書付属文書＞

１．施設の概要

（１）　建物の構造 鉄骨造（耐火構造）　　3階建
（２）　建物の延べ床面積 6233.67 ㎡
（３）　併設事業

当施設では、次の事業を併設して実施しています。

【指定介護老人福祉施設】　定員100名 　宮城県指定　０４７２７０１０５１
　宮城県指定　０４７２７０１０６９

【指定短期入所生活介護】　定員20名　宮城県指定　０４７２７０１０３６

（４）　施設の周辺環境

大和町中心部に位置し、近隣には、大和町役場があります。周囲は田園風景に囲まれ、
七つ森の山が近くに見える自然に恵まれた環境です。

２．職員の配置状況

＜配置職員の職種＞

介護職員　・・・・・ ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持の為の相談
助言等を行います。
6.3名の介護職員を配置しております。

看護職員・・・・・・・ 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日
常生活上の介護、介助も行います。
1名の看護職員を配置しております。

生活相談員　・・・・・ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行い
ます。
2名の生活相談員を配置しております。

機能訓練指導員　・・ご契約者の機能訓練を行います。
1名の機能訓練指導員を配置しております。

管理栄養士　・・・・・ご契約者の栄養管理を行います。
1名の管理栄養士を配置しております。
併設事業所と兼務する場合もあります。
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３．契約締結からサービス提供までの流れ

ご契約者に対するサービス内容や、サービスの提供方針については、入所後作成する「通所介護計画
介護予防通所介護計画（ケアプラン）」に定めます。
「通所介護計画・介護予防通所介護計画」の作成及びその変更は次の通り行います。
（契約書第3条参照）

4．サービス提供における事業者の義務（契約書第9.10.11.条参照）

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。

① ご契約者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮します。
② ご契約者の体調、健康状態から見て必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、

ご契約者から聴取、確認のうえでサービスを実施します。
③ ご契約者に提供したサービスについての記録を作成し、5年間保管すると共に、ご契約

者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
④ ご契約者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、ご契約者

又は他の利用者の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記
載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。

⑤ 事業者及びサービス従業者は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご
家族に関する事項を、正当な理由なく第3者に漏洩しません。（守秘義務）。但し、より良
いサービスを提供する為、サービス担当者会議等でご契約者又はご家族の情報を用いる
事がある他、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約
者の心身等の情報を提供します。また、ご契約者の円滑な退所の為の援助を行う際には
あらかじめ文書にてご契約者の同意を得ます。

⑥ 事業者は、サービス提供において、契約者の身体に急変その他緊急に処すべき事態・
事故が発生した場合は、速やかに医師又は看護職員と連携し、適切な医療処置を行
うと共に、ご家族及び管理者への報告等必要な措置を講じます。また、事故の場合は、
再発防止に努めます。

① 当施設の通所介護担当介護職員に、通所介護計画の原案作成
やその為に必要な調査等の業務を担当させます。

② その担当者は通所介護計画の原案について、ご契約者及びその
ご家族等に説明し、同意を得たうえで決定します。

③ 通所介護計画は、6か月に1回、もしくはご契約者及びそのご家
族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうか確認し、変更の
必要がある場合には、ご契約者及びそのご家族等と協議して、短
期入所生活介護計画を変更します。

④ 通所介護計画が変更された場合には、ご契約者にその内容を
確認していただきます。
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５．施設利用の留意事項

当施設ご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場として快適性、安全性を
確保するため、下記の事項をお守りください。

（1）　食事

食事が不要な場合には、事前にお申し出ください。前日までに申し出があった場合には
重要事項説明書　７　（２）　に定める「食費」に係る自己負担額は減免されます。

（2）　施設設備の使用上の注意　（契約書第１１条参照）

① 居室及び共用施設、敷地を本来の用途に従って利用して下さい。
② 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、

汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当
の代価をお支払いいただく場合があります。

③ ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる
場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。
但し、その場合ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。

④ 当施設の他の利用者や職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活
動を行うことはできません。

⑤ 火災防止の為、施設内の定められた場所以外での喫煙はできません。

６．損害賠償について　（契約書第１３，１４条参照）

当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその
損害の賠償をいたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、その損害の発生について、ご契約者の故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置
かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合が
あります。
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